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危険物数量の算定（屋外、屋内共通） 

 

 １ 貯蔵施設の場合 

貯蔵する危険物の全量とする。 

 

 ２ 取扱施設の場合 

   取り扱う危険物の全量とする。（１日に想定される最大数量） 

 

 ３ 貯蔵施設と取扱施設を併設する場合 

  ⑴ 貯蔵施設と取扱施設とが同一工程にある場合 

    貯蔵する危険物の全量と取り扱う危険物の全量を比較して、いずれか大きい方の

量とする。 

  ⑵ 貯蔵施設と取扱施設とが同一工程にない場合 

   貯蔵する危険物の全量と取り扱う危険物の全量を合算した量とする。 
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危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の同一場所の扱い（屋外の場合） 

 

 １ 容器又は設備により貯蔵し、又は取り扱う場合     

   施設相互間が耐火構造の建築物又は塀等で防火上有効に隔てられている場合、又は、２ｍ

以上の離隔距離を有する場合など、各施設が独立性を有していると認められる場合はそれぞ

れの施設ごととする。    

     

 ２ タンクにより貯蔵し、又は取り扱う場合      

   屋外タンク（タンクごとに１ｍ以上の離隔距離（側板間の最短距離）が確保できているも

のに限る。）はそれぞれを一の施設とする。 

 

 ３ タンクと設備が同一工程の場合      

   貯蔵及び取扱い同一工程である場合は、同一工程ごととすることができる。  

 

 ４ 屋外及び屋内が混在する場合 

   屋外及び屋内にある少量危険物等貯蔵取扱所は配管等で接続されている場合は、原則別の

施設とする。ただし、工程上関連性、連続性が高く、同一施設として規制すべきと思われる

場合はこの限りでない。 
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屋外の少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準（条例第 35 条の３） 

 

【条文】 

第 35 条の３ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場

合には、高さ６メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。 

２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の

位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所（移動タンクを除く。）の周囲には、容器等の種

類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火

上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造（建築基準法第２条第８号に規定

する防火構造をいう。以下同じ。）の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りで

ない。 

容器等の種類 貯蔵し、又は取り扱う数量 空地の幅 

タンク又は金属製容器 指定数量の２分の１以上指定数量未満 １メートル以上 

その他の場合 指定数量の５分の１以上２分の１未満 １メートル以上 

指定数量の２分の１以上指定数量未満 ２メートル以上 

⑵ 液状の危険物を取り扱う設備（タンクを除く。）には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設

け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるととも

に、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜

及びためます又は油分離装置を設けること。 

⑶ 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。 

 

【留意事項】 

１ 貯蔵、取扱い場所の明示 

  境界の明示は、当該少量危険物貯蔵取扱所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う範囲を明

確にするもので、周囲の囲い、排水溝、さく、縁石等のほか、地盤面にタイル、びょう、テー

プ、塗料等で線を引いたものも含まれる。 

  ただし、雨水等により容易に消失するものは不可とする。 

２ 周囲の空地（保有空地）、防火上有効な塀（第２項第１号） 

 ⑴ 保有空地は、施設が火災になった場合、又はその周囲の建築物等が火災になった場合に相

互に延焼を防止するための空地であり、かつ、消防活動に使用する空地をいう。 

「危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所」とは、タンクにあってはタンクをいい、そ

の他のものにあっては上記１の範囲をいう。 

   なお、「タンク又は金属容器」と「その他の場合」が施設内に混在する等、各々別々に該当

空地幅を保有することが適当でないときは、当該施設範囲全体から「その他の場合」の空地

を確保すること。 

⑵ 地盤は平坦（流出防止措置部分を除く。）であり、かつ、軟弱でないこと。 
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⑶ 原則として、空地内には延焼の媒体となるもの、初期消火に支障となるものを設けること

はできないが、空地内に植栽を設ける場合は、平成８年２月 13 日消防危第 27 号によること。 

 ⑷ 設置場所が海、河川に面する等、立地条件が防火上安全な場所は、条例 39 条の３を適用し、

空地の幅を減ずることができる。 

 ⑸ 防火上有効な塀は、次による。 

  ア 材質は、特定不燃材料とする。 

  イ 高さは、1.5ｍ以上とする。ただし、貯蔵又は取扱いに係る施設の高さが 1.5ｍを超える

場合には、当該施設の高さ以上であること。 

  ウ 幅は、空地を保有することができない部分を遮へいできる範囲以上とする。 

  エ 構造は、風圧力及び地震動により容易に倒壊、破損等しないものとする。 

 ⑹ ただし書に規定する壁 

   「開口部のない防火構造（建築基準法第２条第８号に規定する防火構造をいう。以下同じ。）

の壁又は不燃材料で造った壁」は、次による。 

  ア 高さは、地盤面から当該施設が面する階の高さとする。 

  イ 幅は、空地を保有することができない部分を遮へいできる範囲以上とする。 

    

３ 液体の危険物を取り扱う設備（第２項２号） 

 ⑴ 囲いの高さ 15 ㎝以上とする。 

 ⑵ 囲いは、内部にある最大の設備の容量又は各設備における１時間の最大取扱量のいずれか

大なる量を貯留できるものとする。 

 ⑶ 「危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置」については、次に

よる。なお、容量は上記(2)による。 

  ア 危険物を取り扱う設備の周囲の地盤面に排水溝（深さ及び幅は 10 ㎝以上）等を設ける場

合 

  イ 危険物を取り扱う設備の架台に有効なせき又は囲いを設ける場合 

  ウ パッケージの形態を有し、危険物の流出防止に同等の効果が認められる場合  

⑷ 「危険物が浸透しない材料」には、コンクリート、金属板等がある。 

 ⑸ ためます及び油分離装置については、次の例がある。 

ア ためますと油分離装置が別々の場合 

防火構造等 
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イ ためますを含んだ油分離装置の場合 

 

４ 架台の構造（第２項第３号） 

 ⑴ 「堅固に造る」とは、架台の自重及び貯蔵する危険物等の重量にたいして十分な強度を有

し、かつ、地震等により座屈を生じない構造であることをいう。 

 ⑵ 架台は、地震動等により容易に転倒しないよう、堅固な基礎、床面又は壁面等に固定する。 

 ⑶  架台には、危険物を収納した容器が容易に転倒、落下及び破損しな措置を講じる。 

  

 

５ ポータブル給油設備 

 ⑴ 保有すべき空地はその他の場合の空地の幅とする。 

  ⑵ 取扱いは、防油堤内の小分けとする。ただし、引火点 40℃以上の危険物で、流出防止を講

じた場合に限り、車両等へ直接給油可能とする。 

   

（例） 

（例） 
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危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の同一場所の扱い（屋内の場合） 

 

原則として建築物ごととする。        

ただし、次に掲げる場合は、それぞれに示す場所ごととすることができる。   

１ 危険物を取り扱う設備の場合        

⑴ 不燃区画例         

  危険物を取り扱う設備が、出入口（防火設備）以外の開口部（換気ダクトを除く）を有

しない特定不燃区画で他の部分と区画されている場所    

   

 

 

 

 

 

 

※なお、不燃区画例の少量危険物貯蔵取扱所を連続（隣接）して設けることはできない。

ただし、少量危険物貯蔵取扱所相互に隣接する壁及び床を開口部のない耐火構造とする場

合はこの限りでない。 

          

                 

⑵ 屋内空地例         

危険物を取り扱う設備の周囲に幅３ｍ以上の空地が保有されている場所 

ア 保有空地例における空地の範囲をペイント、テープ等により明示するよう指導する。 

イ 複数の少量危険物貯蔵取扱所を保有空地例で設置する場合は、空地を相互に重複する

ことはできない。 

 

     

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
少量危険物 

 

一般工場等 

特定不燃材料で造られた壁、床、柱及び天井 

出入口（防火設備） 

自閉式特定防火設備 

耐火構造の柱 

耐火構造の壁 

少量危険物  

 

 

３ｍ 

 
 

 ３ｍ 少量危険物 

開口部を有しない耐火構造 
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⑶ 外壁例      

ア 危険物を取り扱う建築物の外壁を特定不燃材とし、建具を防火設備とした場所（保有

空地不要） 

イ 前記アの建築物の周囲２ｍ未満に前記ア建築物が隣接する場合、それぞれの取り扱い

数量を合算すること。ただし、いずれかの建築物の延焼のおそれのある部分に出入口（常

閉式の防火設備）以外の開口部を有しないものについては、この限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

⑷ 複合例   ⑴～⑶を複合したもの    

   ※少量危険物①～④は別カウントとする。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

出入口（防火設備） 

窓（防火設備） 

※ガラス網入り 

壁、柱、床、天井は特定不燃材 

少量危険物 

延焼ライン（１Ｆ） ※２Ｆ以上は５ｍ 
建物間中心線 

防火設備 

（常閉式） 

いずれかの延焼ライン内に 

出入口以外の開口部禁止 

 

隣接建築物 

 

少量危険物 

 

 

危険物なし 

   

 

 

 

保有空地 
３ｍ 

 

耐火構造の壁及び柱 
（出入口以外の開口部禁止） 

少量危険物 ① 

防火設備 

※ガラス網入り 

普通建具 

 

特 
 

防 
 

防 
 

防 
 

防 
 

防 
 

出入口 

特定防火設備 

（常閉・自閉式） 

普 
 

普 
 

 

普  

普 
 

普 
 

 

出入口（シャッター） 

特定防火設備 
（常開・連動式） 

耐火構造の壁及び柱 
（出入口以外の開口部禁止） 

 

 

延焼ライン内 

開口部無し 

少量危険物 ③ 

 

 

少量危険物 ②  

危険物なし 

防 

隣接建築物 

 

（少量危険物) 

図 ア 図 イ 

 

3ｍ 

対象範囲 

※常開出入口の場合 

どちらかに必須 

2ｍ未満 

少量危険物 ④ 

3ｍ 

２ｍ未満 
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２ 容器又はタンクにより貯蔵し、又は取り扱う場合 

第１項第１号不燃区画例及び同項第３号外壁例による。 

  

３ 百貨店等で化粧品等の商品が陳列販売されている場合 

階ごとに防火上有効に区画された場所とする。 

      

４ その他特殊な場所の場合その都度協議するものとする。  
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屋内の少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造設備の基準（条例第 35 条の 3 の 2） 

 

【条文】 

第 35 条の３の２ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又

は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 

⑴ 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。 

⑵ 窓及び出入口には、防火戸を設けること。 

⑶ 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、 

適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。 

⑷ 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。 

⑸ 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 

⑹ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋 

外の高所に排出する設備を設けること。 

 

【留意事項】 

１ 室の構造（第１号）         

 構造規制を受ける範囲は、原則として室内全体（保有空地例による場合を含む。）とする。 

したがって、天井のない室にあっては、屋根を含むものとする。 

２ 防火設備（第２号） 

  少量危険物貯蔵取扱所の内外を隔てる隔壁等の開口部はすべて窓又は出入り口に該当す

る。ただし、「室」の内部に間仕切り壁を設け、当該壁に開口部を設ける場合には、材質が

不燃材（ガラスを使用する場合は網入りガラス又は不燃フィルムが貼付されたもの。）であ

ることを条件に防火設備としないことができる。 

また、カーテン等で間仕切りする場合は、防炎物品とする。ただし、壁、建具に類すると

判断された場合は、不燃性のものとすること。 

３ 危険物の浸透防止、傾斜、ためます（第３号）      

⑴「危険物が浸透しない構造」には、コンクリート、金属板等で造られたものがある。 

⑵「適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること」とは、壁、せき、排水溝等と組み合

わせて、漏れた危険物を容易に回収できるものであること。    

⑶ 原則すべての施設に危険物の浸透防止、傾斜、ためますを設けることが必要であるが、

規制範囲外へ危険物の流出する恐れがないと認められる場合は、傾斜及びためますの設置

を緩和して支障ない。       

４ 架台の構造（第４号）  

 架台を設ける場合は、不燃材で堅固に造ること。    

５ 採光、換気 （第５号）        

⑴ 採光  

危険物の貯蔵及び取扱いに支障がないと認められる場合にあっては、照明の設備の設置

をもって、採光の設備が設置されているものとみなす。   
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⑵ 換気           

ア 給排気口には、４０メッシュ（引火点７０℃以上の危険物を貯蔵し、又は取扱う場合

にあっては２０メッシュ）以上の銅又はステンレスの引火防止網を設けること。ただし、

防火ダンパーを設置した場合はこの限りではない。    

イ 耐火構造としなければならない壁にある換気口及び換気用ダクトが貫通している場

合は、防火ダンパーを設けること。 

ウ 給排気口は、給気、排気に有効な位置に設けること。 

エ 可燃性蒸気排出設備により、室内の空気を有効に置換することができ、かつ、室温が

上昇するおそれのない場合は、換気設備を併設する必要はない。   

６ 可燃性蒸気排出設備（第６号）       

⑴ 「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合」とは、引火点が 40℃

未満の物質、引火点以上の温度にある物質又は可燃性微粉を大気にさらす状態で取り扱っ

ている（吹付け、充てん、投入作業等を含む。）ものをいう。 

⑵ 可燃性蒸気排出設備については、次による。     

ア 「屋外の高所」とは、建築物の軒高以上又は地上２ｍ以上の高さで、かつ、建築物の

窓等の開口部及び火を使用する設備等の給排気口から１ｍ以上離れている場所をいう。 

イ 排出する設備とは、自動強制排出設備（電動等で強制に排出する設備）又は強制排出

設備（風力等で強制に排出する設備）をいい、次の a又はｂ例により設ける。 

 なお、自動強制排出設備（防爆型）を設置するよう指導し、局所の排出設備にあって

は、可燃性蒸気の発生量を有効に換気できる能力（発生源を中心として半径２ｍの球体

に囲まれた範囲を毎時 15 回以上の排出量）、室全体に対する排出設備にはっては、当該

室内の空間容積を毎時５回以上換気できる能力を有するものを指導すること。 

  ウ 可燃性蒸気又は微粒が空気より重い場合にあっては、排出ダクトの下端は、貯留設備

の上部で地盤面又は床面から概ね 0.1ｍ～0.2ｍの間隔を保つように設けること。 
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300mm以上 

少量危険物の届出書類 

 

１ 少量危険物（指定可燃物）貯蔵取扱いの設置（変更）届出書 

２ 案内図 

３ 配地図 

４ 平面図：消火器（10 型 1 本以上）、標識板・掲示板の設置位置 

５ タンクで貯蔵する場合は検査済証及び構造明細図 

６ 配管図、消費施設構造図、危険物データベース等 

※２部提出  

※施設の工事等は消防署の審査後に行ってください。 

 

標識板         掲示板         掲示板 

    300mm 以上        300mm 以上                                                                       

               

   

 

                                        

   地  （白 色）      地  （赤 色）      地  （白 色） 

   文 字（黒 色）      文 字（白 色）      文 字（黒 色） 

＊ 掲示板については、必要に応じて「火気注意」・「禁水」 

危険物の計算（例）  保有数量をそれぞれの指定数量で除して倍数を求めます。 

類・品名 性 質 代表物品名 指定数量 保有量 倍 数 

第４類 第１石油類 非水溶性 ガソリン 200 ℓ   100 ℓ   0.5  

第４類 第２石油類 非水溶性 灯油・軽油 1,000 ℓ   20 ℓ   0.02  

第４類 第３石油類 非水溶性 重油 2,000 ℓ   800 ℓ   0.4  

第４類 第４石油類  ギヤー油 6,000 ℓ   30 ℓ   0.005  

    倍数の合計 0.925  

倍数の合計が 0.925（0.2 以上 1 未満）で少量危険物の基準が適用される。 
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様式第16号（第9条関係） 

少量危険物
指定可燃物

 
貯 蔵
取扱い

の
設置
変更

届出書 

年  月  日 

（宛先）西尾市消防長 

届出者 

  住所 西尾市矢曽根町○○１－１ 

 氏名             

 電話 （0563）56-0119 

 西尾市火災予防条例第56条の規定により 少量危険物 の
設置
変更

を届け出ます。 

貯蔵又は取扱いの場所 

所在地 
 

西尾市矢曽根町○○１－１ 

名 称 
 

株式会社 ○○農園 

類、品名及び最大数量 

類 品  名 最大貯蔵数量 
1 日 最 大      

取 扱 数 量       

第4類 
第 3 石油類 

（重油） 
1900Ｌ 

（0.95倍） 
― 

貯蔵又は取扱方法の概要 屋外タンクに重油を貯蔵し、暖房機の燃料とする。 

貯蔵又は取扱場所の位置            

構 造 及 び 設 備 の 概 要              
農業ハウス北側に屋外タンク（防油堤あり）を設置し、 

暖房機へ埋設配管で送油する。 ※別紙参照 

消 防 用 設 備 等 の 概 要 ＡＢＣ消火器 10型１本 

貯蔵又は取扱いの開始            

予 定 期 日 又 は 期 間              元号 ○年 ○月 ○日 

そ の 他 必 要 な 事 項 標識・掲示板を設置します。 

※  受  付  欄 ※ 経   過   欄 

 

 

 

 

備考 

１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 

２ この届出書は、設置（変更）の前に２通提出すること。 

３ 貯蔵又は取扱いの場所の見取図を添付すること。 

４ ※印の欄は、記入しないこと。 

株式会社 ○○農園 

代表取締役 ○○ ○○ 
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少量危険物屋外タンク貯蔵所設置構造図（例） 
 

 

 

  

 

 

 

                            ※タンクを複数設置する場合 

タンク相互間   １ｍ以上 

    

                           

１ 防油提について 

・ 防油提は、タンクから 0.5ｍ以上離れた位置に設置すること。 

・ 防油提の内容積は当該タンクの危険物が流出した場合の全量収納できるものであること。 

・ 防油提は不燃材料（コンクリート、コンクリートブロック、鋼板等）で造り、危険物が地中

等に浸透しない構造とすること。 

・ 防油提にはその内部の滞水を外部に排水するための水抜口を設けること。水抜口は、防油提

の外部に開閉弁を設けること。 

 

２ タンクの基礎について 

・ タンクの基礎は、コンクリートで造るものとすること。 

・ 架台は、不燃材料としタンクが満油状態のときの荷重を十分支えることができ、且つ地震等

の振動に十分耐えることができる構造とすること。 

 

３ タンクの固定について 

・ タンクを堅固な基礎又は架台上に固定すること。 但し、縦型タンクで高さが直径の１．５

倍以下の場合はタンクを強固な基礎に水平にすえた状態で固定されたものとみなす。 

 

４ 消火設備について 

・ 第５種（10 型以上）１本以上設置とすること。 

 

５ 保有空地について 

 ・タンク周囲幅１ｍ以上又は防火上有効な塀（特定不燃材料 高さ 1.5ｍ以上） 

 

道 路 

ためます 

0.5m 

1m 以上 1m 以上 

ハウス 

燃焼機 

通気管 

排水口 

防油提 

注入口 

基 礎 

ボルト 
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少量危険物屋内貯蔵所設置構造図（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西尾市火災予防条例（第３５条の３） 

 

１ 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。 

２ 窓及び出入り口には、防火戸を設けること。 

３ 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な

傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。 

４ 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。 

５ 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 

６ 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高

所に排出する設備を設けること。 

※ 架台には横さんを設置すること。 

 

 

 

換気設備（排気）ガラリ 

※排出設備を設けた場合不要 

可燃性蒸気排出設備 

・自動強制排出（防爆） 

（引火点 40℃未満） 

 

防火戸 
ためます 

0.3ｍ×0.3ｍ×0.3ｍ 

※ 流出防止措置｢しきい、溝等｣ 

標識 

掲示板 

換気設備（給気）ガラリ 

40 メッシュ（引火点 70℃以上

は 20 メッシュ） 

150 ㎡に 1 箇所 

（0.4ｍ×0.2ｍ） 

給排気口は対角に設置 

床：危険物が浸透しない構造

｢コンクリート等｣ 

ダクト立下げ 

ＦＬ10～20ｃｍ 

鋼板 

0.8 ㎜ 


